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埼玉自治体問題研究所
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2 1 9自治体テジタlいとと住民主権を考える新春学習会開催

筋勿のく醐・・・醐開芦を′
グローI Wしな視点と自治体現場の実態の

両面から自治体DXが解き明かされた
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2月19日(日)に開催された「地方自治フォーラム・県民公開論整一自治体デジタル化と住民主権を考える新春

学習会」は、基調講演で内田聖子(アジア太平洋資料センタ「さんがグローノウレな視点から自治体デジタル化の

本質とこれに対抗する各国都市自治体の取り組みを、特定爛蛙で、林敏夫瞬擁皐・元自治労連県本部委員

長)さんが県下自治体の個人情報保護条例、マイナンバー、倍数システムの際準化・難行政手続きのオン

ライン化など一連の自治体Ⅸ推進の兜難敵こついて報告しました。今号では、林報告のレジュメ・資料の全文と

内田講演のパワーポイントレジュメの重要部分を2一己-ジから掲載しています

○内田葉葉要旨一今、世界は巨大Ⅲ企業(劇的oなどの「情穀謹酌による独占的・

収奪的な情報収集と活用が日常化した新たな経済秩序としての監視資本主義の下に

ある。日本は、コロナ危駿を理由に一気にデジタル社会化を進めようとしている。 「リ

アル空間で違法なものはデジタル空間でも違法である」 「デジタルは民主主義の家に

住まなければならな珂(ショシナ・ズボブ教授・ 「監視資本主義〇番割という視点が

大切で、私の個人惜閥は私のもの、一私企業には無条件に渡さないという主権者麓薮

が重毘自治体I秋撤媒積場であり、公共の福祉と民主主義のためにそれを活

用する責務が期待される。草の根からの運動と、それを背景とした法規制を通じて ▲墓掘薬寅・内田聖子氏

「監視資本主義」解体のうねりをつくる必琵ノりレセロナなど、デジタルを住民主権と民主主義の前進に活用し

ている都市の実例から学駒鴎毘

‾「 ○糠報告要旨一総務省の自治体Ⅸ掘進計画による11項目の自治体重点取り組み

事項の具体I勘雪急ピッチで進められている。創隊年度の本格運用に向けて鑓年度

は自治他収の柱になる標準化・共通化のシステム選定とベンタの決定・契約か野〒

われるスケジュールになっている。自治体Ⅸの政府の目的は、デジタル社会形成

基本法が示しているように哺報を企業利益拡大の道具にする成長関知であり、

「自治体業務の産業化を推進し公務を民間企業の市場としてさらに開放し」、 「国民

の生活や擢利にかかわる情報が集積する自治体情報を政府が管理」することにある。

▲特呂峨告・林敏夫氏 自治体取に関する対抗の視劇も“私の個人惜報は私のもの絡という惜綴主権を主

張し自己情報コントロール権を確立すること、自治体のⅨ椎進施策について「数えて白という当たり前な声を

上げCいくことが室曳また、デジタ′l人材を安易に民間企業に求めず、長期的視野に立った専門家の採用や内

部幾戒を日給すべきである。閤即事、次ページからの報告レジュメ、質料を参照してください。
ヽ
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マイナンバー・自治体D Xをめぐる県下自治体の動向と対抗の視点

はじめに

0 「便利!」 「便利?」 …… 「DXだ!」のかけ声で何が行われているの? e県内各自

治体の動き、職場の様子はどうか?を再確認し、 eデジタル素人が役所に「教えて! 」を

言うための基本情報や、職員が自治体DXを考えるための視点をお伝えし、 eデジタル技

術を活かして、役所と職員が住民の役に立つところであるための仕組みについて知恵を出

し合いたいと思います。

図1自治体事業の決定から実施への流れと監視の構造
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‡誕管理⇒モニタノンケ事業評価

請負・難⇒難聯蜜、男前鍾
弼難操訊問〉委員会

DXは推進だけでなく惜締竃曲必要?

搬醍参加
掛甜磨れた事業の従事者も含めた意見

■一書表明の機会の保醐

理念から担当業覿三で各担当課の職

員研修

DX専門研修紺ナでなく業務システムに

関する研修も必要こ隈の専門性の確

保・継承

1.自治体DXに関する基本情報の再確認…国は自治体に何を求めひ、抑?

(十)総務省は「自治体DX推進計画」′を出し、 11項目の課題を地方に強要

≪ 総務省が示す 重点取組事項 ≫

① 自治体の情報システムの標準化・共通化 ……役所のカウンターの内・外業務の‾元化

② 行政手続きのオンライン化 ……行政各組織間と業務及び民間活用のデジタル処理拡大を促進

③ R PA. A Iの利用推進 ……大量処理業務やそれを自動処理させる技術・機器導入

④ マイナンバーカード普及促進 ……上記実行のため、スマホ含め番号活用拡大で利用分野ひろげる

⑤ セキュリティ対策の徹底 ……個人情報保護ど表裏"の情報大量活用への規制緩和策

⑥ テレワークの推進 ・・・・・・自治体業務のデジタル化を-般化させるための職員訓練

≪ 上記とあわせて取り組むべき とされている事項 ≫
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⑦ 地域社会のデジタル化 ……上記重点取組事項を有効にするためのハード・ソフト環境整備

⑧ デジタルデバイド対策 ……急激に行う、上記重点取組事項への一元化への抵抗緩和策

≪ その他 取り組むべきとされている事項 ≫

⑨ BPRの徹底(書面・押印・窓口対面の見直し) …この機会に業務簡素化・人貝削減・外部化

⑩ オープンデータの推進 ……行政情報開示を隠れ蓑に、保有個人情報の民間利用促進

⑱ 官民データ活用推進計画策定の推進 ……上記を具体化するための官民合意形成と推進固定化

(2)システム標準化・共通化の対象業務 = 自治体業務のバックヤードの変化

① 標準化・共通化の対象2 0業務 ……各自治体独自の施策と処理手順を全国一元化して国管理へ

ア)住民情報……住民基本台帳、戸籍、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理

イ)税情報……固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税

ウ)福祉情報・・…・子ども・子育て支援、児童手当、児童扶養手当、国民健康保険、

国民年金、障害者福祉、後期高齢者医療、介謹保険、生活保護

エ)医療情報……健康管理

オ)教育情報…・・・就学

② 今後想定される標準化・共通化業務 ……上話に加え、こうなると自治体は丸ごと国の管理へ

ア)住民基本台帳登録外者管理

イ)収納滞納管理

ウ)乳幼児医療管理、ひとり親医療管理

エ)財務会計管理

オ)人事管理、給与管理

カ)庶務事務管理、文書管理

(3)自治体DXの推進スケジュール

図2 自治体DX主要部分の極めて大まかなスケジュール図
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(4)政府の目的は何か……自治体DXの本質的なねらいは何?

① デジタル活用・情報を企業の利益拡大の道具⇒成長戦略(経済成長の柱)

② 自治体(行政 )の産 化・民間依存をさらに推進(公共の役割りを解体)

③ 「便利」 「国民のためのIT技術活用」は口実で、

≪ 参 考 ≫

★ デジタル社会形成基本法(2021年9月1日施行)

を政府が

目的第1条-デジタル社会の形成が、我が国の国際戴争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに

一我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の突刺こ寄与することを目的とする。

★ 個人情報保護法改正(20泌年4月l日施行、 20銘年4月1日施行)

目的第1条一個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国

民生活の実現に貴するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護する

★ 岸田政権が「デジタル田園都市国家構想基本方針」を閣議決定(20盤年6月7日)

構想の背景地方の人口減少や少子高齢化、産業空洞化-2"4年以降地方創生に取り組んできたが̃壷出塁

均衡達成目標はいまだ達成できていない-新型コロナウイルス感染症が拡大一国や地方の取組を大きくバージ

ョンアップさせる-デジタル田園都市国家構想の旗を掲げ、デジタルインフラを急速に整備し、官民双方で塑五里

おけるデジタルトランスフォーメーションを積極的に椎進していく必要がある。

2.埼玉の各自治体の特徴的な動き

(1)総務省「自治体DX推進計画」の各自治体での動向

① 各自治体の「DX推進計画」の策定を強要……総務省の「手順書」 「ひな型」に合わせ

て策定(アクセルだけですでに自治が心配) ⇒ 3 3市で計画(パブコメ中の2市含め)、他

の7市も準じた施策を実行中、町村は2町が準じた施策実行中(三芳、松伏)で、他は町村

会主導の「埼玉県町村情報システム共同化推進協議会」 (㈱TKCをベンダー(ICT販売企業)にし

て21町村で協議会を構成)に参加しており、多少の相違はあっても、全体として国策推進型(協

議会事務局に「DXも様々で良いのでは」の意見あり)になっている……地方「自治」はこんな状況にあるo

② 様々に進む推進体制づくり……DX推進本部設置、 C I O等の任命、推進担当課決定

③ 粛々と進められるステムの標準化・共通化等の、当面する「重点取組事項」の6課題

④ ただし、自治体規模により-律ではない現実 → 県と市町村の業務の相違、政令さ

いたま市との相違、中核市と-殻市でも取り組み姿勢に相違がある ⇒ 一般市でも規

模、職員数、重CTの専門(熟練)職存在の有無、財政事情等で相違は拡大

⑤ 実は、 「すでにシステムは分からな」 「バックヤードはベンダーにまかせている」の話

もある ⇒ 今後にむけて、自治体内にデジタル専門性ある職員の確保も課題になる。

( 2)マイナンバーカード取得の強制〃強迫観念・・…・文字通りデジタルファシズム

① 地方交付税算定に影響させる(成績主義)と言われて大キャンペーン……備前市までは?

② 自治体職員には、共済組織通じて強制→各課取得率点検→家族も含めた強制へ

③ 急な取得申請で子Iis (地方公共団体轍システム機構)も自治体窓口も大変=残業・日曜出勤

④ 健康保険証、他で強迫観念……-方で「2万円はいつ振り込まれるの?」と窓口で!
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(3)各自治体で先行している「個人情報保護条例」の廃止
… …一部では「審議会の廃止」まで

① 個人情報保護法の改定とは 図3
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② 県内市の個人情報保護条例改定の動き

ア)改定に関わる全体状

況は図2のとおり。

イ)北本市は、0審議会、

審査会の廃止手続きと

廃止そのもの、 e条例

要配慮個人情報に関す

る検討、 eどの様な個

人情報ファイルが存在

叛集の(よる甥彊剛l暖地自動国雄膳種推算容

図4 個人情報保護条例の取扱い

12月張合iこ 施行条例化 
酸決 35 

否決 1 

敬重を提案 
廃止のみ 1 

3月読会予定 未定 3 

埼玉県も1 2月議会で施行条例化

埼玉県はじめ多くの市で「議会の個人情報保護条飯山を制是

するのかの公表・透明性に異議があり、また市民の人権に関わる改定にもかかわらず

パブコメも行っていないことに批判があり、全会一致で否決し3月議会へ ⇒ 地方

自治の機能を発揮し、市民の関心も高める結果となっている ⇒ 「教えて!」の例

ウ)パブコメを実施した市でも…川越、熊谷、越谷、戸田、朝霞、和光、三郷は回答者

“ゼロ"、所沢・草加・吉川1名1件、川口l名2件、さいたま1名3件、志木3名

7件、八潮4名27件、蕨は不明(昨年12月調査) ……と低調=知らされていない。

③ 個人情報保護条例廃止⇒施行条例化のいくつかのパターンと問題点

ア)完全施行条例化……個人情報保護法があるから、大量の個人情報を扱う自治体でも

「理念」なしでいいの? 条例には、その地域の目指す方向、住民のあり方を示した

り、考えてもらったりする役割もあるのでは?

イ)実施者の責務は法律まかせ……住民の個人情報を管理・運用する自治体組織・職員
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としての自覚も法律まかせになっていないか?

ウ)個人情報を管理する体制は様々……特に定めがない あっても従来型の管理責任者

の継承のまま……個人情報がビックデータとして商業利用される時代にいいの?

ェ)審議会・審査会の廃止や機能縮小もある〇・・…国の個人情報保護委員会(全国の課題

に対応するのに職員は196人)まかせでなく、自治体の責任で制度や運用の実態につ

いて諮問する組織はいらないの?機能後退させていいの?

オ)各自治体で様々になった規定…‥0条例要配慮個人情報、 e個人情報を収集したフ

ァィル簿の作成要件(1,000人以上)と従来の「個人情報○○簿」の扱い、 e開示決

定期間・延長・特例、は様々に……

が存在した規定の廃止……0死者情報の扱い、 eオンライン結合の禁止・制限

キ)その他の留意事項…‥0個人情報保護法の「容易照合」要件=容易に照合できる情

報は個人情報になるが、逆説で容易に照合できない情報は個人情報にならない。 e情

報の取得は本人でなくても良いの? e目的外利用、外部提供を緩和する「相当の理

由」の規制はどうするの? e仮名加工情報、陸棚他

(4)デジタル庁“他の予算付けで「先進」事例づくり⇒モデルで誘導

① モデル化に要注意……教育データ活用で不登校、貧困・虐待等に「プッシュ型支援」?

例として、戸田市は

デジタル庁の「こども

に関する各種データの

連携による支援実証事

業」の補助金を受け、

不登校対策、貧困・虐

待等の困難への支援、

教育指導の向上などを

目的に「戸田市教委保

有個人情報 十 戸田

市保有個人情報」を連

携させて個人ごとに分

析.して、事前に対応す

るシステムの構築をめ

ざしている。

l 椙 祉 
厳 粛 医∴疲 

墓春 情撒 
き 子育て支援 

i申子保健 lその他子育て支援 縫 

攫 

偶 毒 蜜 墓 

予 

怒 欝 

窓 竃 

ど も の 竃 

ひ と 畳 萎 

馨 と 忠 薫 

馨 

蜜 琵 

課 ケ i ス 轟 

生 琵 

竃 

憲 ○ ○ 

学 

英 寮 蜜 

蜜 芳 

非 

欝 捌 鷲 

空 ア ン ケ l ト 

新 罵 

日 震 

患 
竃 

「 罵 

蕾 藍 

診 

欝 

簿 ○ 

努 

箕面市 ○ 〇〇〇〇〇〇〇 ○○ 〇 〇〇〇 ○ 

1 

芦田市 鴫 
○ ○ ○ 

つくば市 〇 〇 〇 ○ 〇 〇〇〇〇〇 

広烏鳴 く府中町等) 

〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 ○○ 〇 〇 〇〇 ○ 

尼噸市 〇 〇〇〇 〇 〇〇〇〇 ○○ ○ OC〉 

櫓市谷 lYOSS) 

○○ ○ 〇〇〇〇〇〇 〇〇 

図5必読『保育・教育のDXが子育て、学校、地方自治を変える』自治体研究社から引用

連携するデータは、右図の項目のとおり。氏名にはじまる基礎情報から学校生活、学

力、健康、そして保育・幼碓園時代の語録、乳幼児健診などに及ぶ しかし、補助手段

になったとしてもデータ連携によって貧困や虐待の根源が解消されるわけではない。

集約データによるA I分析は入力情報の偏在や偏見で重大な人権侵害の原因にもなる。

なお、戸田市の例は連携範囲が比較的狭いものの、デジタル庁は生活保護や課税状況

等も含めた多様な情報連携を想定しており、そのモデルが拡がった場合は個人情報活用

への厳しい規制の仕組みをつくらなければ自己情報コントロール権は消滅する。
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② 同様に国の補助金を活用した「モデルづくり」は様々に行われており、各自治体の実

態をつかむ…… 「教えて!」にとりくむ必要がある。

(5)住民目線の「費用対効果」の検証も必要

① 「埼玉県町村情報システム共同化推進協議会」参加2 1町村を代表して美里・川島町

は、デジタル庁の「ガバメントクラウ

ド先行事業」にとりくみ、全国トップ

でシステム標準化前に、国が設定する

クラウド上に移行する実験を昨年末ま

でに行った。

ところが、デジタル庁の資料では、

5年間のコストは2億2千万円から4

億8千7百万円へと2 ・ 2倍の増加。

とくに作業費で2億円超の増加、物品

費で6千万円弱の増加と試算。

全国一律化で業務負担の軽減が強調

されているが、財政支出の厳密な検証

囲6美里町・川島町経費比較評価・考察 デジタル庁貧村
i‥ 

ガI与りラ 増望 

イ シ ーウ ル コ ス ト 

作 東 義 

カスタマイズ書 0 0 

覆耀鶴築後 3創7」選0 23臆α)000 600 

データ樗行書 0 7」52書く調〕 唇増 

他システム連線纏語録纏 0 120000 昏‡t 

捜作マニュアル作成・破格基 0 1」ミ00調 僻地 

プロジェクト曾憂さ 0 25」ミ00(00 膏地 

′iヽ 鮒i 3」ミi了臆630 6e臆832脚0 18」5 

ラ シ ン ク コ ス ト 

作 意 霊 

システム運用作簾 o 1M(〕こD(調0 普挺 

ハードウエア侵i守作葉 0 0 

そ①働外綿密軽さ 0 0 

il 0 llllll 曽贈 

物 品 曇 

ハードウエア借料 14臆13甘」ミ60 14臆13甘重60 100 

ハードウエア保守基 7536(東軍) 7j3600 100 

ソフトウエア僧椙 152臆622ふく鴬調 152臆622調 100 

ソフトウエア侵寄書 0 1200ふく関0 電機 

データセンター利用料 31ふ72800 0 0.00 

謙信同鑓書 10嶋04書く重責) 65352(劃 628 

クラウド利用繰言 0 21職65(贈 替地 

′ト∴∴書け 216」2甘脚 272_675_36甘 126 

含 軸 220276.180 486.5o7.劃畑 2.21 

が必要になる。システム標準化で費用3割削減の国の宣伝(計画)自体も怪しくなる。

② 「便利! 」 「便利! 」だけでない費用対効果の検証も求めなければならない。実際に手

続きオンライン化をしたものの1件の申請もない事例もある。自治体規模や住民生活の

実態からの自治体DXの財政効果検証、速度確認・コントロールの視点も必要になる。

(6)拡がるテック企業の情報収集“活用・"…・狙われる保育・教育・医療

① 自治体業務のデジタル化に民間営利企業の参入も盛んになっている。保育園(保育士)

も保護者もテック企業(デジタル技術で利潤追求の企業)のサーバーに接続し、図7で例示した

情報を蓮供し、 「便利」とされる日常保育運営が始まっている。

②委託料は自治体と保護者負 図7保護者・保育園がテック企業に提供する情報の例

担になる。集約された情報は

テック企業の所有になる。活

用の際には料金負担を求めら

れ、開発・販売者の言いなり

状態に陥る。

基礎義春 子どもと豪族の個人博識から保謹書の勤務先まで 

保育事務 連結帳、行事等お知らせ、延長俣萌紺算 

子とも①記録 検温発育・健康管理紀鏡、回生活情報、写真記録 

保育計画"実践 指軸月・週案作成、保詞醜配録錘印し安全対策 

③ 一方で、テック企業の方は集約したビックデータを活用し、保育指導案作成ソフトな

ど新たな商品開発・販売もできる……保育士には指導案作成の専門性が求められはずだ

が、その空洞化と成長自体にも影響が出ないだろうか?

④ 保護者が情報琵供を同意するための規約確認は「次の同意をクリック」式が多く、情

報提供確認行為の適格性に疑問がある。 「子ども達の情報」は将来にわたって保護される

のかも疑問。

⑤ そもそもA Iで保育の専門性は維持・発展できるのか?
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3.住民主権をとりもどす視点は

(1 )マイナカード申請衝動から自己情報コントロール権の自覚へ

① 政府、財界、自治体、マスコミ総ぐるみのカード

取得脅迫への対抗策は? ・・…"事態は進んで、シス

テム標準化によって自治体の保有する個人情報が国

のガバメントクラウドに集約されてビックデータと

して営利利用が始まっている=それだけ自治体情報

に値打ちがあり、企業の新たな儲けの場 & 政権

の国民動向把握と世論誘導の道具にもなっている。

カード取得問題だけでなく、右図のように個人情

報保護のあり方や自治体の情報管理へと幅を拡げだ

対抗策が必要になる。

② もちろん、番号法は任意=0強制させない、 eアナログ手続きを継続させる、 e自治

事務については自治体の独自判断をさせる、 e消極的ではあるが、現状ではカードは

作らない、使わない、スマホに搭載しない……プロファイルさせない。

③ 積極的とりくみとして、個人情報の「利用」と“表裏"関係にある“保護"も具体化

させる⇒自治体「条例」の見直し⇒個人情報の利用に適正な規制を設ける……旦亘

情報コントロール権の確立へ ※本人同意、通知も開示・訂正・停止十自己の個人情報を管理する権利

(2) 「教えて!」から「生活分野別検証」そして「住民福祉の増進」へ

① 住民の「教えて! 」は当然の権利……単なる形式ではなく、住民が個人情報の活用に

関して知って監視できる仕組みづくりへ

② マイナンバーに連携させた社会保障の各分野での活用が拡がる……福祉、医療、公衆

衛生などの各分野での活用(横軸)とデジタル化課題の各項目(縦軸)の関係を意識し

ながら分野別の検証が課題になる ⇒ 一歩進めてデジタル技術を活かした「住民福祉

の増進策への知恵出し」が課題に

(3)自治体内の体制強化"職貝研修のあり方への関与も必要

① 自治体DXも人がやること…‥"自治体ではデジタル技術者不足が深刻に……公務労働、

とりわけ自治体バックヤードのシステム作りにベンダーからの0出向、 e兼職、 e直接

任用(特定任期付職員、年度職員、他)などが多用される恐れがあり監視が必要

② 地方公務員法3 9条(=研修;しかも計画が必要)を根拠に自治体内に専門的知見の

ある職員を養成 十 各業務分野で、その本質的課題とデジタル技術の習得も課題

③ D X推進担当と-部専門職だけへの高度な研修の集中には要注意(職場内D X格差へ)

(4)自治体DXにもアクセル“ブレーキ・速度調整機能を

①ヱ之セルは「住民福祉と地方自治」に!ブレーキは「権利としての個人情報保護」に!

② 各自治体の規模、住民要望、職員体制などに相応しい「速度調整」も課題になる。
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参考: 『監視資本主義』の定義
※単なる「デジタル化」および「技術」自体と「監視資本主義」は異なる

1.人間の経験を、密かな抽出・予
測・販売からなる商業的慣行のための
無料の材料として要求する、新たな経
済秩序

2.商品とサービスの生産が、新たな
地球規模の行動修正構造に従属する、

寄生的な経済ロジック

3.歴史上、前例のない富、知識、力
の集中を特徴とする、資本主義の邪悪
な変異

4.監視経済の基本的な枠組み

5.産業資本主義が19世紀と20世紀の自

然界にとって脅威であったように、 21世

紀に人間の本質にとって深刻な脅威とな
るもの

6.社会に対する支配を主張し、市場民
主主義に驚くべき挑戦を仕掛ける、新た
な道具主義の力の源

7.完全な確実性に基づく新たな集団秩
序を課すことを目的とする運動

8.上からのクーデターとして最もよく
理解される、人間の重要な権利の没収-
人間の主権の打倒

DemocIaCyCanStiIIEndBigTech’sDominanceOverOurしives 

ビッグ・テックによる私たちの生活の支配を終わらせることができるのは、 
やはり民主主義である 

「リアル空間で違法なものはデジタル空間でも違法である」

「デジタルは民主主義の泉に住まなければならない」

「私は、民主的な秩序と、その秩序(こおけるジャーナリズムの新たな中心性が、この闘いに勝利すること

をかつてないほど楽観的に信じています。すべての道は、いまや『政治』=こ通じています。つまり『集団
行動上と『法制定』の潮流です。この3年、民主主義の復活は顕著であり、大きな変化をもたらしている
のです」

・昨今のビッグ・テックにおける労組給戌やウオークアウトなどの集団行動
. BLMによる警察権力のIT技術使用への抵抗

・米国の自治体での顔認証禁止条例制定
・ターゲテイング広告の規制法案策定
.最近のEUでのDSA/DMA (デジタルサービス法・デジタル市場法)制定

草の根の運動と、それを背景・原動力とした法規制は合流し、
「監視資本主義」解体へのうねりになる。 「これから10年が大きな転換期」 。

シさシャナ・ズボブ教授(2022年5月ユネスコ世界報道の自由デー世界会膿の開会式での墓語調濃)

皿osJ在o面競o諏I輔軸Zu山九f at AI融′ …
HumbolくれInsl itutio重



世界の自治体が直面する課題
c従来のスマートシティ(こよるデータの収集と利用の失敗・問題(DECODEの分析よの

一個人のプライバシーがリスクにさらされる。都市は人とつながりデータ駆動型になることを望んでい

るが、多くの都市が詰果的に住民の大規模な監視を行っている。 ⇒透明性や説明責任を高める必要

一住民は自分の個人データがどのように収集され、使用されるかについてほとんど発言できず、政策

立案者が同意に基づいた方法で人々のデータを取得できる選択肢はほとんどない。

_ 巨大i丁企業の支配的なビジネスモデルが力の不均衡を助長する-方で、自治体は、データを用いた

より責任あるイノベーションをどのように地域経済に活用すればよいか⇒データは「商品」ではな

く、個人と社会に大きな利益をもたらす「共有財=データコモンズ」という価値の転換が必要

一収集したデータは企業の管理下に置かれ、営業秘密(こよって契約内容も不透明⇒データをどう扱う

かを誰が決めるのか、その生成と利用において差別や排除、プライバシー侵害につながらないとを

どう確認?

⇒ プライバシー保護と個人管理(データ主権) VS データによるスマート化と効率化・持続可能などジネス?

人々かオブライシ盲個人確報をより自重だ膏垂できる主‾とそ、う二タから新しい形の価値
-タ・コモンズを生み出すことが可能

なぜ自治体がデジタル経済の課題に
取り組まなければならないのか

①自治体は、パーソナル・データ・エコノ
ミーの主要な中心地となりつつある。
●廃棄物管理、公共交通、防犯、教育など・・
→データに基づくアプローチが求めらる-

方、

財政は逼迫
● Airb&Bやウーパーなどのプラットフォー

ムビジネスの台頭

②自治体は住民の生活に最も近い存在である
● 自治体はデジタルの課題すべてを解決でき
ないが、データ集約的な公共交通、住宅、

医療、その他の公共サービスを運営するこ
とが可能

● 自治体は、地域コミュニティや支援団体と
協力し、新しい技術を試験的に導入し、実

施について市民と協議することができる

③自治体は、中央政府より柔軟になれる可能性
がある

データ保護の枠組みは通常、中央政府によって
施行されるか 自治体はより柔軟に新たな政策

や技術を地域に根差した環境で実験し、中央政
府に下からの圧力をかけられる

④自治体・都市は、起業家的なエコシステムに
最適な場所となり得る

人脈、スキル、リソース、資金を最も多く調達
できるのは自治体・都市であり、新技術の開発
や実験に通している



住民主体の分散型データエコシステム

( 1 )EJのDECODE = DEcent「aIIsed C随en-O肌ed Data各coys章ems

市民が所有する分散型データエコシステム
●概要:個人が自分自身のデータを安全かつプライバシーが保護された状態で管理できるシステム。ブ

ロックチェーンや暗号化などの技術を用い、個人が自分自身のデータについて「誰に対し、どのような
目的・条件であれば共有する」あるいは「非公開にする」のかを細かく制御できるツールの開発。属性
べ-スのクレデンシャルと分散型台帳技術を組み合わせて、人々が個人データに特定の権限を付与でき
る「スマートルール」システムを構築

●期間: 2017年へ2O19年に実施されたプロジェクト。 EUのHo「izon2020から500万ユーロの資金支援

●参加: EU6カ国・ 14のパートナー機関など

●実証実験:バルセロナ市、アムステルダム市

監視資本主義・国家権力による
データ掌垣に対するデータ主権

「個人情報の主権は個人に戻すべ

産業界からの要請

「適正に処理・保護されたデータ
を使い新たなビジネスにつなげた

い」

中国一欧州独自のデジタル産業
路の必要

民主主義に基づく、安定・特続可能で協調的な経済をめざす



DECODEは、個人情報を非公開にするか、公共の利益のために共有するかを

個人が管理できるようにするツールを提供します。

● D各C○DElま、インターネット上の個人情報を制御できなくなるという人々の懸念lこ応えたものです。個人

データにアクセスし、制御し、使用する能力一㌔インターネット企業が利益を上げるための手段Iこなりまし
た。

●人々は自分のデータを制御できなくなりました○これ-しプライバシーと自律性の侵食を意味するだけでな
く、人々のオンラインIDのセキュリティにも悪影響を及ぼします。

●毎日生成される膨大な量のデータは、社会全体Iこ利益をもたらす洞察の可能性を提供します。少数の独占企
業によってデータが管理されているため、公共の利益のためにソリューションやサービスを作成し和人や
組織は、このデータにアクセスでぎょせん。∴

●データの独占は、経済的な非効率性と不平等を生み出します。これは、市民、公的機関、企業の問の信頭
を損なう恐れがあり、安定した持羨可能で協調的な経済にとって深刻です。

●現在のデジタルエコシステムとモノのインターネット(io丁)のランドスケープは非常lこ細分化されており・

相互運用性のない多数の垂直ソリューションがあり、すべてが独自のデバイス、ゲートウェイ、ブラット‾
フォームのセット、およびデータ「サイロ」でのデータ処理手段を提供しています。この断片化lこより、
データは管理不能になり、最終的にエンドユーザーはデータを制御できなくなります。

(DとCOD各ウェブサイトよの

車′レセロナー大企業や政府・欧州紙を“恐れない自治体’’

● 2014年、市民選挙を実現するための政治プラットフォーム「バ

ルセロナ・コモンズ」が立ち上がる

● 2015年、貧困・住宅問題の活動家・アーダ・コラウが市長に当

選(現在2期日)

● 「参加型予算」による実行の裏付け

●気候危機対応としての車規制、民泊規制など欧州機関や大企業
を「恐れぬ自治体(ブイアレス・シティ) 」

●人々のためのスマートシティへの転換
●市民参加型のプラットフォーム“Decidim” (私たちが決める)

●データ主権を実現するためのプロジェクト「DECOD王」参加

●様々なスマート技術:スーパーブロック、スマ,-トパーキング、
シェアサイクル、センサー管理によるごみ収集・・ ‥

●データコモンズ: 「人々が情報やデータを自由に提供することができ、

同時にそれに対する効果的な集団主権を保持することができるシステ
ムを意味します。言い換えれば、データを誰とどのような条件で共有
するかを決定する(現実的かつ効果的な)能力を保袴すること」

」市民の暮らしと権利を守る責任ある自治体」


